
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  消費税みなし仕入率の見直し                

Ｑ：消費税のみなし仕入率が見直されると

か。どのようになるのですか？ 

                                              

Ａ：次のように縮小されます。 

【解説】 

消費税のみなし仕入率は、会計検査院の指

摘を受けて、平成27年４月１日以後開始する

課税期間から次のように見直されることとな

っています。 

具体的には、金融及び保険業、不動産業の

みなし仕入率がそれぞれ10%引き下げられ、課

税強化されます。 

また、みなし仕入率40%の第六種が新設され

ます。 

 【現行】                 【改正後】 

  卸売業     90%  →  90% 

  小売業     80%  →  80% 

  農林水産業   70%  →  70% 

  鉱業      70%  →  70% 

  建設業     70%  →  70% 

  製造業     70%  →  70% 

飲食業     60%  →  60% 

  金融及び保険業  60%  →  50% 

  運輸・通信業  50%  →  50% 

  サービス業   50%  →  50% 

  不動産業    50%  →  40% 
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